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付 帯 メ ニ ュ ー 定 義 書【 ガ ス・電 気 セ ッ ト 割（ 定 率 Ｂ ）】（ 以 下「 ガ ス・電 気 セ ッ ト 割

（ 定 率 Ｂ ） の 定 義 書 」 と い い ま す 。） は 、 当 社 の 都 市 ガ ス 、 コ ミ ュ ニ テ ィ ー ガ ス 、 特

定 ガ ス ま た は プ ロ パ ン ガ ス を ご 契 約 い た だ い て い る お 客 さ ま 向 け に 、 当 社 の 電 気 需

給 約 款 お よ び 電 気 料 金 メ ニ ュ ー 定 義 書（ 基 本 プ ラ ン ）に も と づ き 計 算 さ れ る 電 気 料 金

の 一 部 を 割 引 す る 取 扱 い を 定 め た も の で す 。  

ガ ス・電 気 セ ッ ト 割（ 定 率 Ｂ ）の 定 義 書 で 定 め る 付 帯 メ ニ ュ ー（ 以 下「 ガ ス・電 気

セ ッ ト 割 （ 定 率 Ｂ ）」 と い い ま す 。） は 、 合 算 メ ニ ュ ー の 対 象 と な り ま す 。  

1  実施期日  

ガ ス ・ 電 気 セ ッ ト 割 （ 定 率 Ｂ ） の 定 義 書 は 、 2023 年 9 月 11 日 よ り 適 用 し ま す 。  

2  定義  

電 気 需 給 約 款 お よ び 電 気 料 金 メ ニ ュ ー 定 義 書（ 基 本 プ ラ ン ）に 定 義 さ れ る 言 葉 は 、

ガ ス ・ 電 気 セ ッ ト 割 （ 定 率 Ｂ ） の 定 義 書 に お い て も 同 様 の 意 味 で 使 用 し ま す 。  

3  適用条件  

当 社 は 、以 下 の 条 件 を す べ て 満 た す お 客 さ ま か ら の ガ ス・電 気 セ ッ ト 割（ 定 率 Ｂ ）

の お 申 し 込 み を 、当 社 が 承 諾 し た 場 合 に 、ガ ス・電 気 セ ッ ト 割（ 定 率 Ｂ ）を 適 用 し ま

す 。 た だ し 、 当 社 が 別 途 認 め た 場 合 は こ の 限 り で は あ り ま せ ん 。  

①  お 客 さ ま が 、当 社 の 電気 需 給 約 款 に も と づく電 気 需 給 契 約（ 以 下「電 気 の 契 約 」

と い い ま す 。）の契 約者 で あ り 電 気 料 金 メニュ ー 定 義 書（ 基 本 プ ラン ）が 適 用 さ れ

て い る こ と 、か つ 、当社 の ガ ス の 契 約（ 以 下「 ガ ス の 契 約 」と い いま す 。）の 契約

者 で あ る こ と 。  

②  お 客 さ ま の 電 気 料 金 メニ ュ ー 定 義 書 （ 基 本 プラ ン ） が 適 用 さ れ る 電気 の 契 約 に

お け る 需 要 場 所 が 、 原 則 と し て 、 お 客 さ ま の ガ ス の 契 約 に お け る 需 要 場 所 の 範 囲

内 で あ る こ と 。 な お 、 ガ ス の 契 約 に お け る 需 要 場 所 は 、 お 客 さ ま に 適 用 さ れ る 当

社 の ガ ス 小 売 供 給 約款、指 定 旧 供 給 地 点 小 売 供 給 約 款 ま た は 当 社の「 Ｌ Ｐ ガ ス 販

売 契 約 書 」 な ら び に「Ｌ Ｐ ガ ス 販 売 及 び 設備貸 与 契 約 書 」 に よ るもの と し ま す 。  

③  ガ ス の 契 約 に よ り 計 算さ れ る ガ ス 料 金 と 電 気の 契 約 に よ り 計 算 さ れる 電 気 料 金

を 合 算 払 い す る こ と。  

 

4  割引内容  

当 社 は 、 3（ 適 用 条 件 ） に 定 め る 条 件 を す べ て 満 た す お 客 さ ま か ら の ガ ス ・ 電 気 セ

ッ ト 割（ 定 率 Ｂ ）の お 申 し 込 み を 承 諾 し た 場 合 に は 、お 客 さ ま の 対 象 と な る 電 気 料 金

メ ニ ュ ー の 毎 月 の 基 本 料 金 お よ び 電 力 量 料 金 の 合 計 （ 付 帯 メ ニ ュ ー の 適 用 が あ る 場
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合 は 、 こ の 「 ガ ス ・ 電 気 セ ッ ト 割 （ 定 率 ）」 を 除 く す べ て の 付 帯 メ ニ ュ ー を 適 用 し た

後 の 合 計 額 ）か ら 、そ の 合 計 に 0.005 を 乗 じ た 額 を 割 引 き ま す 。な お 、割 引 額 は 、小

数 点 以 下 切 り 捨 て と し ま す 。  

5  適用開始日  

ガ ス ・ 電気 セ ッ ト 割（定 率 Ｂ ）の 割 引 の 適 用開 始 日 は 、原 則 と し てガ ス ・ 電気 セ ッ ト

割（ 定 率 Ｂ ）が 付 帯 する 電 気 料 金 メ ニ ュ ーの適 用 開 始 日 と し ま す。た だ し 、お 客 さ ま が

新 た に 電 気 の 需 給 を開始 し た 後 に ガ ス の 使用を 開 始 し た 場 合 の ガス・電 気 セ ッ ト 割（ 定

率 Ｂ ） の 割 引 の 適 用開始 日 は 、 以 下 の と おりと し ま す 。  

①  電 気 の 需 給 開 始から ガ ス の 使 用 開 始 までの 日 数 が 30 日 未 満 で あ る 場 合  

電 気 の 需 給 開 始 日 としま す 。  

②  電 気 の 需 給 開 始から ガ ス の 使 用 開 始 までの 日 数 が 30 日 以 上 で あ る 場 合  

ガ ス の 使 用 開 始 日 以 降 か つ 当 社 が お 客 さ ま か ら の ガ ス ・ 電 気 セ ッ ト 割 （ 定 率 Ｂ ） の

お 申 し 込 み を 承 諾 した日 以 降 に 到 来 す る 電気の 計 量 日 と し ま す 。  

6  適用廃止  

当 社 は 、以 下 の 場 合 に は 、ガ ス・電 気 セ ッ ト 割（ 定 率 Ｂ ）の 適 用 を 廃 止 し ま す 。そ

の 場 合 の 適 用 廃 止 日 は 、 以 下 の と お り と し ま す 。  

（ 1）  電 気 の 契 約 が 解 約 等の理 由 に よ り 終 了 し た場合  

電 気 需 給 約 款 31（ お 客 さ ま か ら の 電 気 需給契 約 の 解 約 ） ま た は 32（ 当 社 か ら の

電 気 需 給 契 約 の 解 約等） に よ る 解 約 日 ま たは終 了 日  

（ 2）  お 客 さ ま が 3（ 適 用 条件 ） に 定 め る 適 用 条件を 満 た さ な い こ と が判明 し た 場 合  

適 用 条 件 を 満 た さ なくな っ た 日 の 直 後 の 電気の 計 量 日  

た だ し 、 以 下 の い ずれか の 場 合 は (1)で 定 め る 解 約 日 と し ま す 。  

①  適 用 条 件 を 満 た さ な くな っ た 日 の 直 後 の 電 気の 計 量 日 ま で の 間 に 電気 の 契 約 を

解 約 し た 場 合  

②  ②  お 客 さ ま が 3（ 適 用 条件 ） を 満 た す ガ ス の契約 の 使 用 廃 止 に あ たり、 当 該

ガ ス の 使 用 廃 止 の 申し出 の 際 に 、電 気 需 給 約款 31（ お 客 さ ま か らの 電 気 需 給 契 約

の 解 約 ） に も と づ き 電 気 の 契 約 を 解 約 す る 旨 お よ び 解 約 希 望 日 を 申 し 出 て い た だ

き 、 か つ 当 該 ガ ス の 使 用 廃 止 日 か ら 当 該 電 気 の 解 約 日 ま で の 日 数 が 30 日 未 満 で

あ る 場 合  
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7  ガス・電気セット割（定率Ｂ）の定義書の変更および廃止  

（ 1）  当 社 は 、 ガ ス ・ 電 気 セ ッ ト 割 （ 定 率 Ｂ ） の 定 義 書 を 変 更 す る 場 合 に は 、 電 気 需 給

約 款 4(本 約 款 等 の 変更 )に 準 じ ま す 。  

（ 2）  当 社 は 、 ガ ス ・ 電 気 セ ッ ト 割 （ 定 率 Ｂ ） の 定 義 書 を 廃 止 す る こ と が あ り ま す 。 こ

の 場 合 、 当 社 は あ ら か じ め 一 定 期 間 、 廃 止 の お 知 ら せ お よ び 廃 止 日 を 当 社 ホ ー ム ペ

ー ジ に 掲 載 し ま す 。  

（ 3）  ガ ス ・ 電 気 セ ッ ト 割 （ 定 率 Ｂ ） の 定 義 書 の 廃 止 に と も な い 、 当 社 が お 客 さ ま に 対

し 、 供 給 条 件 の 説 明 、 契 約 締 結 前 の 書 面 交 付 お よ び 契 約 締 結 後 の 書 面 交 付 を 行 う 場

合 は 、 電 気 需 給 約 款 4（ 本 約 款 等 の 変 更 ） (2)お よ び (3)に 準 じ ま す。  


